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「第３次札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画（素案）」（以

下「計画（素案）」といいます。）について、市民の皆さんからのご意見を広く募

集し、お寄せいただいたご意見を参考に、その一部を変更いたしました。 

この度、お寄せいただいたご意見に対する札幌市の考え方をまとめましたの

で、計画（素案）の変更内容と併せて公表いたします。 

公表に当たりまして、お寄せいただいたご意見は、趣旨が変わらない程度に

要約し、同様の趣旨のものはまとめて掲載しております。

１ 意見募集実施の概要 

⑴ 意見募集期間 

   令和２年（2020 年）３月 10 日（火）から４月 10 日（金）までの 32 日間 

⑵ 意見提出方法 

  郵送、持参、ＦＡＸ又は電子メール 

⑶ 資料の配付・閲覧場所 

 ア 札幌市役所本庁舎 13 階 市民文化局地域振興部区政課 

 イ 札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー 

 ウ 各区役所 市民部総務企画課 

 エ 各まちづくりセンター 

 オ 札幌市公式ホームページ 

２ 市民意見の内訳 

⑴ 意見提出者数・件数 

   10 人（団体含む。）・54 件 

⑵ 提出方法別内訳 

提出方法 郵 送 持 参 ＦＡＸ 電子メール 合 計 

提出者数 １人 ０人 ０人 ９人 10 人 
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⑶ 意見内容別内訳 

分 類 件数

計画（素案）の全般に関すること １

第１章 計画の策定に当たって ５

第２章 現状とこれまでの振り返り ０

第３章 計画の構成 ４３

１ 計画体系 0

２ 基本施策ごとの主な取組 43

基本方針１ 自らの安全を確保するため、市民一人ひとりの防犯に対

する関心を高める 
5

基本施策１ 個人の防犯意識・防犯力を高めるための情報提供 1

基本施策２ 子どもに関する防犯力の向上 1

基本施策３ 女性の防犯力向上 1

基本施策４ 高齢者等の防犯力向上 2

基本方針２ みんなの暮らしを守るため、お互いに協力し支え合うま

ちをつくる 
4

基本施策１ 地域における防犯活動の促進 0

基本施策２ 協働による連携体制の充実 0

基本施策３ 地域と一体となった子どもの見守り 3

基本施策４ 女性の犯罪被害防止の取組の推進 0

基本施策５ 高齢者等が安心して暮らせる取組の推進 1

基本方針３ 犯罪が起きにくいまちをつくるため、環境の安全性を高

める 
7

基本施策１ 市民自らが行う環境整備の促進 0

基本施策２ 犯罪の防止に配慮した公共施設の整備等 1

基本施策３ 子ども等の安全に配慮した環境整備 4

基本施策４ 歓楽街等を対象とした環境改善 2

基本施策５ 暴力団等の排除 0

基本方針４ 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう

支援する 
27

第４章 計画の推進 ０

計画（素案）に関すること以外のその他の意見 ５

合   計 ５４

Ｐ４ 

Ｐ４ 

Ｐ６ 

Ｐ６ 

Ｐ７ 

Ｐ７ 

Ｐ８ 

Ｐ９ 

Ｐ10 

Ｐ11 

Ｐ11 

Ｐ９ 

Ｐ16 
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３ 計画（素案）の変更点 

次のとおり、市民の皆さんからいただいたご意見を参考にし、計画（素案）を変更

しました。 

また、他のご意見についても「犯罪のない安全で安心なまちづくり」及び「犯罪被害

者等に対する支援」を進めていく上で、可能な限り取り入れていきます。 

 【修正点】 

修正箇所 計画（素案）全般 

修 正 前 年号の表記が「元号」のみとなっている。 

修 正 後 年号の表記を元号のほか「西暦」も併記する。 

意見概要 本書Ｐ４・意見概要№１ 



- 4 -

４ 意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

計画（素案）の全般に関すること 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

１ この計画は元号表記なので、経過や数値資料

比較も非常にわかりづらい。 

今後、市の文書は「西暦」を併記してもらい

たい。 

ご指摘いただいたとおり、年号表記は、「元

号」に「西暦」を併記いたします。 

第１章 計画の策定に当たって 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

２ 札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり

等に関する条例（以下「安全・安心条例」とい

います。）第 12条に定める「犯罪被害者等の権

利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法

に基づき、必要な支援を行う」ことを「基本計

画」の目的に明示すること。 

本計画は、「安全で安心なまちづくり」、「犯

罪被害者等支援」の二つの基本的な考え方に

基づいて策定しています。 

「犯罪被害者等支援」については、犯罪被

害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の権利

利益の保護を図るため、安全・安心条例にお

いて犯罪被害者等に対する支援に関する事項

を定め、施策を進めることとしているという

説明を本計画に記載しています。（計画（素案）

Ｐ３） 

また、前計画である第２次計画では、犯罪

被害者等への支援は、三つの基本方針の中の

一つの施策として位置づけられていたとこ

ろ、このたびの第３次計画では、犯罪被害者

等への支援の充実を図る観点から、「安全で安

心なまちづくり」に関する三つの基本方針に

並ぶ四つ目の基本方針として「犯罪被害者等

への支援」を新設し、安全・安心条例第 12 条

に基づいて施策を定める旨を記載しておりま

す。（計画（素案）Ｐ40） 
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№ 意見の概要 札幌市の考え方 

３ 人間の本質的な心理を学び、市民と共有し、

その学びを生かし、犯罪のないまちというよ

り、犯罪に目が向かなくなる、その行為を選択

しなくて良くなる状況、本当の意味での自分の

心地よさを追求することを認め合える環境づ

くりをしていくことが大切である。 

札幌市の一部の管轄だけが頑張るのではな

く、何が一番大事なのか根っこの本質を伝え続

けること。 

本計画は、「犯罪を誘発する機会」を減らすこ

とが、日常生活の身近なところで発生する犯罪

の防止に効果的であるという考えのもと、市民

の防犯意識を高めたり、地域防犯活動を促進す

る取組などを総合的に実施していくために策

定するものとなっております。 

一方、犯罪をした人の境遇などを改善するこ

とで犯罪を防止していく取組も、安全に安心し

て暮らせるまちの実現には必要不可欠である

ことから、いただいたご意見の取組について、

札幌市では再犯防止の観点から別途検討して

まいります。 

４ 基本方針１の基本施策３として掲げられて

いる「女性の防犯力向上」について、子どもや

高齢者と並んで、弱者の防犯力向上を図る趣旨

は重要と考えるが、被害者側の教育と並んで、

男女分け隔てなく加害者にならないための教

育をすべきである。 

したがって、基本方針１に新たな基本施策と

して「加害者にならないための教育」を追加す

べきである。 

５ 毎年末、年金支給時期の強盗・窃盗・詐欺事

件の多発は、非正規雇用増加などの「経済格差」

も要因の一つとしてとらえ、防止に取り組む必

要がある。 

６ 犯罪を起こさせないようにするには、ただ監

視するだけではなく、生活に困ったときに相談

できる窓口の設置が必要で有益ではないのか。
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第３章 計画の構成 

「基本方針１」-「基本施策１ 個人の防犯意識・防犯力を高めるための情報提供」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

７ 「防犯」のための市民の意識向上において、

犯罪被害者等の「声」を聴き、学ぶことは最も

有効であることは論をまたない。 

そのため、安全・安心条例等に「犯罪被害者

等の体験に学ぶ機会を積極的に確保し、防犯意

識を高め、種々の活動の基軸とする」というよ

うな条項を加えるべきである。  

これに伴い、「安心・安全条例」と「被害者支

援」をリンクさせることができるひとつの提案

がある。 

それは、北海道の現状として「声」を発して

いる犯罪被害者は少ないことから、市は犯罪被

害者の「声の掘り起こし」を行い、より多様な

学ぶ機会を確保して欲しい。 

これまで、安全・安心条例第８条の「市は、

安全で安心なまちづくりに対する市民の理解

を深めるため、広報及び啓発を行うものとす

る。」という規定に基づき、市民の防犯意識の向

上について取り組んでまいりました。 

その一定の成果として刑法犯認知件数は減

少傾向にありますが、現在も札幌市では多種多

様な犯罪が発生しておりますので、被害に遭う

人が一人でも少なくなるよう、様々な方法で市

民の防犯意識の向上に引き続き取り組んでま

いります。 

また、いただいたご意見にあります「犯罪被

害者の声の掘り起こし」については、犯罪被害

者等が陥る状況などに関し市民が正しく理解

することができるよう、新たに市民向けセミナ

ーを開催することとしており、その内容を検討

する際に、参考にさせていただきます。 

「基本方針１」-「基本施策２ 子どもに関する防犯力の向上」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

８ 子どもたちにもスマートフォンが普及して

いることに伴い、子どもが巻き込まれる事件が

非常に増えているので、対策が必要である。 

本計画では、スマートフォン等の普及によ

り、子どものインターネットトラブルが増加し

てきていることから、新たに作成する「インタ

ーネットトラブル対策ハンドブック」の配布

や、中高生向けにインターネットの利用に伴う

犯罪被害の防止を目的とした防犯教室の開催

を予定しております。また、保護者などが防犯

に対する関心を高め、子どもの防犯力を育成す

ることができるよう、出前講座を新設いたしま

す。 
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「基本方針１」-「基本施策３ 女性の防犯力向上」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

９ 女性の防犯力向上のためには、定期的に無料

の護身術教室を開催することが有効であると

考えるので、これをこの計画の取組として加え

てほしい。 

本計画では、女性の防犯力向上に向けた取組

として、「女性の防犯ハンドブック」の配布や防

犯教室の開催などを予定しております。護身術

教室については、すでに北海道警察で実施され

るなど、各機関の専門性を活かした講座が開催

されているところであり、今後、関係機関の講

座を含め、市民の皆様が必要とする情報をでき

る限り提供できるよう努めてまいります。 

「基本方針１」-「基本施策４ 高齢者等の防犯力向上」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

10 特殊詐欺については、様々な事業者が、その

事業活動の中で防止に取り組む必要がある。 

本計画では、特殊詐欺や消費者被害に関する

情報を高齢者等が適切に得ることができるよ

う、様々な提供手段を用い注意喚起を行うとと

もに、現在実施している出前講座について、よ

り実践的な体験ができるように内容を充実さ

せる予定です。また、引き続き、地域の方々や

事業者に特殊詐欺等の防犯に関する情報を提

供し、高齢者に声かけをお願いする取組などを

促進いたします。 11 高齢者に対する「特殊詐欺犯罪」について、

対処方法は第一に「電話に出ない」ことしかな

いのではないか。 

また、特殊詐欺のターゲットになる原因など

を調査し発表する必要もあるのではないだろ

うか。 
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「基本方針２」-「基本施策３ 地域と一体となった子どもの見守り」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

12 ながら防犯については、具体的な活動や効果

が不明であり、《防犯》の名のもとに行われる周

囲監視＝市民相互監視（思想信条にもわたる）

につながるおそれがある。この、ながら防犯登

録については、いったい何を行うのか全く不明

である。札幌市が今般、新規重点項目としたの

は、登録した住民に腕章やベストなどを配布装

着させるのだろうか。それはなおのこと、「市民

監視」につながり、憲法（人権侵害）に抵触す

るおそれがある。 

また、これまでのいわゆる防犯活動（パンフ

レットの配布など）の決算と効果（費用対効果）

を示してもらいたい。 

本計画では、市民の方々がランニング、散歩、

通勤、買い物などの日常活動を行う際に、防犯

の視点を併せ持って地域を見守っていただく

「ながら防犯」の取組を推進するための啓発や

必要な用品の支援を実施する予定です。取組の

実施に当たっては、市民の方々に、その趣旨や

目的をプライバシーの配慮も含め正しく理解

していただけるよう、普及啓発を図ってまいり

たいと考えております。 

防犯活動については、札幌市だけではなく、

警察をはじめ、事業者や地域のボランティアの

方々も含め、地域全体での取組であることか

ら、一概に費用対効果は算出することはできま

せんが、ここ 10 年間で、刑法犯認知件数（計

画（素案）Ｐ９）が半減していることは、日頃

の防犯活動がその減少に寄与しているものと

考えます。 

13 札幌市内・周辺の遊園地等で児童の誘拐が行

われないように、啓発および第三者機関による

巡回警備を行なうべきである。 

子どもは、大人に比べ、自分自身で犯罪によ

る被害を回避することが容易ではないことか

ら、本計画においては、「子どもの安全」を安全

で安心なまちづくりにおける重点テーマとし

て設定しております。 

子ども自身の防犯力を高めることはもちろ

ん、新たに実施する保護者向けの出前講座など

により、保護者等にも防犯に対する関心を高め

ていただき、様々な場所で犯罪被害に遭う子ど

もが一人でも少なくなるよう取組の一層の充

実を図ってまいります。 
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№ 意見の概要 札幌市の考え方 

14 ・ 基本方針２「みんなの暮らしを守るため、

お互いに協力し支え合うまちをつくる」基本

施策３（地域と一体となった子どもの見守

り）の《主な取組》の中に、「青少年を見守る

店」をデパート、スーパーマーケット、個人

商店、飲食店等も含めた全商店とする、との

内容を追記してほしい。 

・ 自動販売機については、販売機の正面に防

犯カメラを設置する改修を依頼してほしい。

・ 「青少年を見守る店」は子どもたちへの温

かい声かけや、子どもに悪影響を及ぼすもの

は「売らない」「見せない」ようにすること

で、子どもたちが健やかに安心して過ごすこ

とができるまちづくりに協力していただく

お店であり、どのようなお店でも登録可能で

す。現在も幅広い業種のお店にご登録をいた

だいているところでありますが、地域での青

少年の健全育成のため、引き続き「青少年を

見守る店」の登録推進活動を行っていきま

す。 

・ 防犯カメラの設置の在り方については、今

後も引き続き検討してまいります。 

「基本方針２」-「基本施策５ 高齢者等が安心して暮らせる取組の推進」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

15 基本方針２「みんなの暮らしを守るため、お

互いに協力し支え合うまちをつくる」基本施策

５（高齢者等が安心して暮らせる取組の推進）

の《主な取組》の中に、民生委員は対象者に寄

り添い、家庭問題に踏み込んで対象者自身の利

益と対象者の家族皆が円満に暮らせるよう尽

力する、との内容を追記してほしい。 

 基本方針２の基本施策５「高齢者等が安心し

て暮らせる取組の推進」の趣旨は、民生委員を

はじめ地域の方々、事業者等が行う高齢者の見

守り活動等が、犯罪などの未然防止や被害の早

期発見につながることを記載したもので、民生

委員などの個別の活動の在り方までを記載す

る趣旨ではないことから、原案どおりの記載と

させていただきます。 

「基本方針３」-「基本施策２ 犯罪の防止に配慮した公共施設の整備等」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

16 基本方針３「犯罪が起きにくいまちをつくる

ため、環境の安全性を高める」基本施策２（犯

罪の防止に配慮した公共施設の整備等）の《主

な取組》の「地下鉄駅及び車内における巡回警

備」は、住民の手に負えない事態は避けたいの

で、「警察の補助として行う。」との内容を追記

してほしい。 

 地下鉄駅及び車内における巡回警備につい

ては、札幌市営交通において対応するもので、

一般の住民の方にご対応いただくことは想定

しておりません。 
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「基本方針３」-「基本施策３ 子ども等の安全に配慮した環境整備」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

17  札幌市の防犯カメラ設置補助事業は、維持管

理費やデータ管理などを町内会任せにしてお

り、その責任を町内会に押し付けている。 

（類似意見１件）

防犯カメラの設置補助事業については、地域

で行われる防犯活動への支援の一環として実

施しており、あくまでも設置を希望される町内

会に対し、これに係る費用の補助を行っている

ものです。 

18  市民には、プライバシー侵害を憂いて、防犯

カメラ設置を反対する動きもある。  

 その為、基本方針３「犯罪が起きにくいまち

をつくるため、環境の安全性を高める」基本施

策３（子ども等の安全に配慮した環境整備）《主

な取組》①（再掲）町内会が設置する防犯カメ

ラに対する補助の後段に、防犯カメラの稼働

は、設置場所と共に、住民の要望を配慮して柔

軟にできることをする、との内容を追記してほ

しい。 

町内会で防犯カメラを設置する際には、設置

の意思決定に参画する方々に対して、事前に必

要な情報の周知・説明を「補助金申請の手引き」

で求めております。その上で、町内会の規約等

に基づく手続きにより設置するなどの意思決

定をしていただいております。 

19 防犯カメラについては、札幌市は現在「設置

ガイドライン」しかないが、市議会で審議決議

する「条例」策定により市民のプライバシー、

個人情報の保護、情報漏えい流失の責任を明確

にする必要があるのではないのか。 

体感治安不安で、「公共空間」に補助設置奨励

するのではなく、札幌市の責任を明確にするべ

きではないのか。 

防犯カメラの設置及び運用に関するルール

の枠組みを決定する際には、①防犯カメラを設

置している事業者等の４割以上が既に何らか

の基準を設け、ほとんどの事業者等は苦情を受

けたことがないという札幌市内の状況、②様々

な規模の事業所や多様な設置・撮影環境が想定

されたことを踏まえ、法的拘束力がなく、適用

の柔軟性に富む「ガイドライン」によることが

適当であると判断しました。 

プライバシー侵害等の不適正な設置・運用の

実態が確認され、何らかの規制を求める情勢が

生じた場合には、更なる対応の検討も視野に入

れる必要があると考えており、今後も注視して

まいります。 
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「基本方針３」-「基本施策４ 歓楽街等を対象とした環境改善」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

20  大型バス等の宣伝カーで、夜の女性求人を街

中で非常に大きな声で宣伝するのは迷惑行為

として禁止すべき。 

駅前通や大通公園で、アンケートと称し、後

から高額商品を送りつけたり、夜の求人を持ち

掛けたりする例が頻繁に報道されているので、

街頭でのアンケートを禁止すべきである。 

路上での様々な宣伝活動等を禁止すること

は、健全で善良な営業活動又は市民活動の規制

につながる場合もあることから、その実現には

相当の必要性が求められることとなりますが、

禁止する必要のある迷惑行為が市内で顕在化

していないか引き続き注視するとともに、違法

行為等があれば北海道警察と連携して対応し

てまいります。 

21 札幌市で特徴的な「風俗犯」については、歓楽

繁華街「ススキノ」の存在が大きい。 

「狸小路」とともに特徴的（特別）な場所と受

け止めて、防犯を考える上でも「地域的な対処」

が必要と考える。 

「風俗犯」は、「公然わいせつ」や「強制わい

せつ」が大半を占めるもので、必ずしも歓楽街、

繁華街に起因する犯罪ではなく、市内の様々な

地域で発生している状況にあります。その防止

に当たっては、地域の実態をふまえながら、全

市的な取組として対処することが必要である

と考えております。 

「基本方針４ 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する」 

№ 意見の概要 札幌市の考え方 

22 札幌市で発生する犯罪件数が減少傾向であ

り、特に女性の被害件数は減少傾向とされてい

ますが、内閣府が発表している男女間における

暴力に関する調査では、無理やりに性交等され

た被害の相談経験のうち、女性が警察に相談し

た割合が 2.8％とされていることに鑑み、被害

が顕在化していないだけであり、被害者支援の

必要性は全く減少していないと考えるべきで

す。 

前計画である第２次計画では、犯罪被害者等

への支援は、三つの基本方針の中の一つの施策

として位置づけられていたところ、このたびの

第３次計画では、犯罪被害者等への支援の充実

を図る観点から、「犯罪被害者等への支援」を基

本方針の一つとして新設したところです。ま

た、性犯罪の被害に遭われた方の中には事件化

を望まない方がいる現状も踏まえながら、関係

機関と連携を図り、警察に被害届を提出してい

ない性犯罪被害者に対しても中長期的に精神

的被害の回復が図られるよう支援の充実を検

討してまいります。 
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№ 意見の概要 札幌市の考え方 

23   個別の施策を実施するだけではなく、犯罪被

害者の支援に特化した条例を制定する必要が

ある。（類似意見４件） 

 平成 16 年（2004 年）に犯罪被害者等基本法

が制定され、同法により、犯罪被害者等のため

の施策に関し、基本理念、国・地方公共団体の

責務が明らかにされたほか、犯罪被害者等のた

めの施策の基本となる事項が定められました。

 札幌市では、安全・安心条例に「犯罪被害者

等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等

基本法に基づき、必要な支援を行う。」という規

定を置き、同法に規定される地方公共団体が行

うべき施策について、札幌市が取り組んでいく

ことを改めて「条例」により明らかにしており

ます。 

こうした中、犯罪被害者等の権利利益の保護

が図られる社会の実現に向け、本計画では、犯

罪被害者等基本法や安全・安心条例に基づき、

経済的な負担の軽減や精神的な被害の回復に

向けた支援を実施することとしており、令和２

年度（2020 年度）から予算措置しております。

24 周囲の人間による心ない言動、インターネッ

トなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関に

よる過剰な取材及び不適切な実名報道等によ

り生じる精神的な苦痛、心身の不調、経済的な

損失などの「二次被害」や、同じ加害者から再

び被害を受ける「再被害」の防止に努めること

は、市民や事業者にとって必要なことであり、

これらを防止するための施策を盛り込んでい

ただきたい。（類似意見１件） 

本計画では、犯罪被害者等が陥る状況や二次

被害などについて、札幌市ホームページへの掲

載や職員研修を実施する予定です。 

さらには、市民向けセミナーでの周知啓発

や、一定の要件を満たした方への転居支援を新

たに実施することで、二次被害や再被害の防止

を図ってまいります。 

25 市職員が犯罪被害者の実情・問題・歴史・経

緯などの「被害者学」を学び、「支援」について

の研修を行う機会（単なる講演などではなくプ

ログラムを策定して複数回のセミナー）を設け

て欲しい。 

その際、講師などの人材については、道内に

こだわらずに全国から選任することが重要と

なる。 

これまでも、犯罪被害者等が陥る状況や二次

被害などについて、正しい理解と知識を持って

職務にあたることができるよう、職員研修を実

施しているところですが、今後、いただいたご

意見も参考にさせていただきながら、研修内容

の一層の充実を図ってまいります。 
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№ 意見の概要 札幌市の考え方 

26 第３次基本計画の実行性を担保するために、

新設・補強された「給付金」等各種経済的支援

事業、「被害者相談」等被害者の精神的回復支援

事業の担当部署の設置と専任担当者を配置す

ること。 

犯罪被害者等からの相談の総合的な対応や、

経済的な負担の軽減・精神的な被害の回復に向

けた支援については、市民文化局区政課が担当

部署となり、必要に応じ専門職や専門機関と連

携しながら、犯罪被害者等一人ひとりに寄り添

った支援を実施してまいります。 

27 犯罪被害者の支援に関する相談を総合的に

行うための窓口を設置し、各部署の横の連絡調

整などを行うほか、必要に応じて被害者宅を訪

問して面談等で相談に応じる体制を構築して

いただきたい。また、窓口には、保健・福祉等

の専門職を配置し、関係機関等との円滑な連携

を図るようにしていただきたい。 

（類似意見１件）

28 民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援

に関係するものに対して、その活動の促進を図

るため、必要な支援を行っていただきたい。 

（類似意見１件）

本計画では、犯罪被害者等が被害発生直後か

ら直面する様々な問題について、適切な対応が

円滑に図られるよう、北海道警察や犯罪被害者

等の支援団体との連携の充実を図ってまいり

ます。 

29 札幌市には「北海道」とは別に、民間主体で

具体的な支援活動を行う、いわゆる『犯罪被害

者等支援センター』設置を検討していただきた

い。 

基本的には「支援条例」とのセットが望まし

いが、全国的にも地域に根差した支援体制の構

築と拡充が喫緊の課題となっていることから、

既存の組織の活用を含め、「座して待つ」のでは

ない能動的なシステムが求められる。 

 支援を必要としている犯罪被害者等に、必要

な支援が届けられるよう、北海道警察や犯罪被

害者等の支援団体と一層の連携を図りながら

対応してまいります。 
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№ 意見の概要 札幌市の考え方 

30 「基本方針４」を新設して犯罪被害者等への

「経済的支援」と「精神的被害回復に向けた支

援」を新たに位置づけたことは、被害当事者と

して大変心強い。（類似意見３件） 

札幌市では、犯罪被害者等基本法に基づき、

犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平

穏な生活を営むことができるようになるまで

の間、一人ひとりに寄り添った支援に取り組

み、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる

社会の実現を目指します。 

こうした中、本計画では、犯罪被害者等の経

済的な負担の軽減や精神的な被害の回復に向

けた支援を実施することとしており、令和２年

度（2020 年度）から予算措置しております。 

31 被害者の悲しく辛い思いは同じである。被害

者や残された家族の苦しみを受け止め、助けて

あげてほしい。お困りごとを聞き、寄り添って

あげてほしい。 

32 自宅で犯罪被害に遭い引っ越したいという

人、自宅から盗まれた物が証拠品として押収さ

れたがゆえに改めて買い直さなければならな

い人など、目に見えにくい間接的な支出も少な

くない。できるだけ制約（使途や回数の制限な

ど）の少ない形で犯罪被害者の支援を実施して

いただきたい。 

 犯罪被害者等の経済的な負担の軽減に向け、

各種支援金の支給や住居・家事関連の費用の助

成を実施することとしており、令和２年度

（2020 年度）から予算措置しております。これ

までの審議会での議論やいただいた意見等も

参考にさせていただきながら、支援の具体的な

制度設計をしていきたいと考えております。 

33 加害者に対する損害賠償請求権に係る債務

名義を取得した犯罪被害者が、当該請求権の立

替払いを請求した場合は、立替支援金の支給を

行い、犯罪被害者等が有する加害者に対する損

害賠償請求権の譲渡を受けるとする立替支援

制度の創設を行っていただきたい。 

（類似意見１件）

犯罪被害者等が加害者側から損害賠償を受

けていない場合は、「犯罪被害者等給付金の支

給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」

に基づき、犯罪被害者等給付金が国から支給さ

れます。 

また、国は、犯罪被害者等給付金を支給した

ときは、その額の限度において、当該犯罪被害

者等給付金の支給を受けた者が有する損害賠

償請求権を取得することから、いただいたご意

見については、既に国で制度が整備されている

ものと考えております。 
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№ 意見の概要 札幌市の考え方 

34 ・ 犯罪被害者が加害者の特定に関する情報

の提供を公衆に求める活動を行う場合、その

活動に必要な費用の補助を行っていただきた

い。 

・ 犯罪被害者が民事訴訟を行うにあたり、そ

の負担を軽減するために、民事訴訟の期日に

出席するために必要な費用又は民事訴訟の

手続を傍聴するために必要な費用の補助を

行っていただきたい。 

・ 加害者に対する損害賠償請求権に係る債

務名義を取得した犯罪被害者等に対して、再

度の民事訴訟の提起その他の当該請求権の

消滅時効を中断させるための手続を行うた

めに必要な費用の補助を行っていただきた

い。 

（類似意見１件）

本計画では、犯罪被害者等の犯罪被害による

経済的な負担の軽減に向け、各種支援金の支給

や住居・家事関連の費用を助成することに加

え、犯罪等による精神的な被害の回復が図られ

るよう医療費の助成など必要な支援を実施す

ることとしており、令和２年度（2020 年度）か

ら予算措置しております。これまでの審議会で

の議論やいただいた意見等も参考にさせてい

ただきながら、支援の具体的な制度設計をして

いきたいと考えております。 

なお、再度の民事訴訟の提起に要する費用に

ついては、国において所要の措置が講じられる

ことが適当であると考えております。 

35  市議会の財政市民委員会における「被害者給

付金」は刑法 39 条の心身喪失による不起訴事

件の被害者にも適用されるとの札幌市の答弁

を基本計画に明示すること。 

 本計画では、取組内容が多岐にわたることか

ら、基本施策ごとに、主な取組の概要までの記

載とさせていただいております。 

犯罪被害者等に支給する「支援金」は新規の

事業でありますので、これまでの議会での議論

等を踏まえた上で制度設計し、別途改めて、公

表させていただきます。 

36 犯罪被害者等に対する精神的な被害の回復

に向けた支援として、ボランティアのカウンセ

ラーを必要期間当てることができる、としてほ

しい。 

絵画・音楽療法・動物セラピー等支援をでき

る、としてほしい。 

犯罪被害者等の精神的な被害の回復に向け、

医療費の助成などの支援を実施することとし

ており、令和２年度（2020 年度）から予算措置

しております。これまでの審議会での議論やい

ただいた意見等も参考にさせていただきなが

ら、支援の具体的な制度設計をしていきたいと

考えております。 
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計画（素案）に関すること以外のその他の意見 

意見の趣旨のみ掲載させていただきます。 

№ 意見の概要 

37  警察行政の管理及び運営に関すること 

38  ５Ｇ通信電波の人体への影響に関すること 

39 宗教団体に関すること 

40 ビッグデータの収集に関すること 

41 町内会条例に関すること 


